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明

治

の
米

債

調

節

(五

)

第
五
章

外

米

時

代

●

本

庄

榮

治

郎

弦
に
外
米
時
代

ビ
稠
す
る
は
、
常
半
周
磨
止
以
後

の
明
治
年
間
を
概
稽
す

る
も
の
に
し
て
内
前
代
に
於
て
は
或

は
貯
藁

制
度

に
よ
ゲ
、
或
は
筆

局
の
設
置
に
よ
り
て
米
穀
の
露

に
關
す

る
肇

が
兎
に
も
角
に
も
統

一
的

制
度
方
針
の
下
に
遂
行
せ
ら
れ
し
に
反
し
、
こ
の
時
代
に
あ
り
て
は
た

買
時
に
慈

じ
機
に
臨
み
て
二
一二
の
断
片
的

政
策
を
施
し
た
る
に
過
ぎ
季
し

て
、
米
償
調
節
の
た
め
に
す

る
特
別
の
機
關
制
度
等
を
在
せ
さ
り
し
も
の
包
。
さ

れ
は
常
半
肩
廃
止
後
明
治

の
終

り
に
至

る
啄

で
は
前
代
に
比
し
て

一
貫
せ
る
制
度
方
策

の
存
せ
さ
り
し
特
徴
を
有

す
る
に
よ
り
、
吾
人
は
之
を

一
時
期

ε
し
て
観
察
せ
ん
ご
す
る
着
色
。

而
し
て
こ
の

』
時
期
を
外
米
時
代
ピ
稠
す
る
所
以
は
、
こ
の
期
間

に
行
は
れ
た
る
政
策
は
必
ず

し
も
郎
米

に
關

す
る
方
法
の
み
に
あ
ら
す

ε
錐
、
期
間
全
部
を
通
し
て
考

ふ
る
と
き
は
外
米

の
輸
入
、
外
米
の
代
用
、
外
米
雄
入

に

　

税
率
愛
重
等
の
外
米

ε
關
係
め

る
方
法
に
よ
る
も

の
甚
だ
多
き
が
爲
め
假
り
に
か
く
指
稠
し
允
る
に
渦
ぎ
す
。

餐

思
ふ
に
二
+
三
年
以
後
に
は
著

し
て
外
米
ε
關
係
め
る
方
法
に
よ
b
て
米
虜

調
節
を
行
ひ
し
も

の
な

る
が
、

そ
れ

以
前

に
は
寧

ろ
從

來
行

は

れ
た

る
他

の
方

法

に
よ

る
こ
ε
多

く
、
且

つ
政
府

の
米

穀
出
納

は
同

年
三

論

説

明
治
の
米
領
調
節
(五
)

、
.

.第
†
巻

(第
三
號

四
七
)
、
三
五
五
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論

説

明
治
粟

慣
調
興

五
)

筆

巻

ハ第
三
號

四
八
)

一重

六

月
末
限
b
塵
止
せ
ら
要

る
を
以
て
薬

嘉

節
を
目
的
ε
す

・
制
度

の
奪

さ
り
し
こ
の

蒔

期
の
中
に
於
て

も
・
更

に
便
宜
上
・
常
卒
局
塵
止
後
二
+
二
年
度

に
至
る
ま
で
ご
、
そ
の
以
後
あ

雨
期
を
分
つ
こ
ε
を
得

べ
き

も

の
也
。

)

一
、
明
治
十
』ハ
年
乃
至
二
十
二
年

の
米
呪

.

十
光
年
乃
至
二
十
二
年
に
於
て
は
経
年
或
は
室
梅
雨
旱
魅
な
る
あ
り
、
或

は
驟
雨
風
水
害
あ
り
て
米
便
に
多
少

ダ

の
波
瀾
を
與

へ
た
る
か
如
し
ε
錐
、
政
府
の
幣
製

革
次
箆

進
捗
せ
し
ど
、
多
少
の
風
水
害
に
も
か
ぼ

争

覇

天
集

順
覆

し
概
し
て
縫

の
良
好
駕

し
ε
に
吉

、
米
鰹

非
常
な
・
舞

を
示
し
、
皐

局
時
代

の
最
高
時

に
比
し
て
は
僅

か
に
そ
の
宇
を
上
下
す
る
に
過
ち
争
。
七

ケ
年
の
長
き
に
亘
り
て
米
債
低
落

の
時
代
を

現
出
し
た
り
。
即
ち
明
治
十
六
年
の
卒
均
米
慣
(肇

種
)は
六
圓
二
十
六
鈍

〔麗

脱
走
H
)
十
七
年
五
圓

十

四
鏡

(騒
願

市

夫

年
⊥・圓
五
+
・
一興
難

詰

)+
九
年
五
異

+
轟

騙
茄
孟

三

+
年
五
暴

蟹

・。
)

二
+

一
年
四
圓
八
主

ハ
竺

灘

配
甦

)
二
+
二
年
⊥八
型

盤

艶

話
)
を
示
し
な
-
。

而
し
て
米
債
の
低
落
甚
し
き

に
つ
れ
て
十
六
年
に
は
地
租
納
期
の
繰
下
あ
り
し
も
真
数

な
く
、
十
七
年
九
十
月

に
は
茨
城
埼

玉
地
方

に
小
氏
の
暴
動
あ
り
。
叉
十
八
年

に
は
気
候
不
順

に
し
て
凶
荒
の
前
兆
あ
り
し
ょ
b
農
商
務

省
に
て
は
濟
急
趣
意
書
な
る
も
の
を
獲

し
且

つ
書
記
官
を
全
國
八
農
匪

に
派
遣
し
て
勤
勉
貯
蓄

の
必
要
を
諭
示
せ

し
か
ば
、
農
家
は
凶
年
の
怒
る

へ
き
を
懸
念
し
つ
、
あ
り
七
折
柄
、⊥
ハ
七
月
大
阪
そ
の
他

に
大
洪
水
あ
り
し
が
、
土

　

用
人
後
は
各
地
方
ε
も
氣
候
恢
復
し
照
込
も

一
入
な
り
し
か
ば
、
牧
穫
豊
饒

の
結
果
を
呈
し
、
さ
き
の
飢
饉
諭
あ
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今
は
忽
ち
豊
年
説

に
愛

し
た
る
か
如
き

一
挿
話
も
あ
り
。
二
十

一
年
に
は
朝
鮮
の
凶
作
の
た
め
政
府
及
民
間

の
輸

,

出
米
百
敷
十
萬
石
に
達
し
た
る
も
氣
候
の
適
順
に
厘
さ
れ
て
米
領
に
著
し
き
影
響
な
く
、
又
當
時
の
米
領
{高
低
値

幅
が
十
九
年
・七
+
饒
、
.二
十
年
三
十
幾
、
二
十

一
年
七
十
⊥
ハ
銭

ご
い
ふ
が
如
く
、
甚
だ
縮
少
し
、
苦
口
の
如
き
著

し
き
間
隔
な
く
、
殊
に
二
十
年
に
あ
り
て
は
全
國
各
地
殆
ん
ご
書

「
の
相
場
を
示
し
た
る
如
き
は
、
蓋
連
年
豊
牧

の
外

に
近
時
追
々
運
輸
交
通
の
便
開
け
た
る
ε
、
財
界

の
秩
序
漸
く
整
然
た

る
に
至
b
た
る
薦
め
な
る
可
き
歎
。

翌
二
十
二
年

に
は
溝
國
山
東
省
大
飢
饉
、
.朝
鮮
不
作

の
な
め
我
が
輸
出
米
は

一
層
増
加
し
、
加
ふ
る
に
九
州
尾
三

熱
關
束
東
北
方
面
に
多
少

の
風
水
害
あ
り
て
米
債
は
漸
く
反
動

の
勢
を
呈
し
九
月
七
圓
八
十
五
鏡
、
十

一
月
入
圓

五
銭
、
十
二
月
八
圓
七
銭
こ
な
り
て
本
期
間
に
お
け
る
最
高
の
米
債
を
示
せ
り
。

二
、
十
六
年
乃
至
二
十
二
年

の
米
債
調
節
策

の

一
、
米

の
羅
糀
。
既

に
述

べ
た
る
如
べ
常
卒
局
塵
止
後
園
債
局
に
第

}
第
二
第
三
儲
蓄
を
設
け
て
禾
穀
の
買
牧

描
下
覧
海
外
輸
出
等
を
掌
b
し
が
、
第
二
儲
蓄
に
旙
す
る
も
の
は
常
季
事
務
決
済

の
た
め
に
す
る
所
な
れ
ご
も
第

一
儲
蓄
第
三
儲
蓄
及
び
輸
出
品
部
(註
こ

に
属
す

る
も
の
は
圭

嬉
し
て
備
荒
儲
蓄
若
↑
は
正
貨
啄
牧

の
趣
旨
に
出

つ
る
も
の
七
し
て
、
直
接

に
米
債
の
調
笛
を
目
的

ε
す
る
も
の
に
あ
ら
す
芝
錐
、
間
接

に
米
償
に
影
響

を
與
ふ
べ

き
も

の
た
る
や
勿
論
な
り
。
而
し
て
こ
の
方
注
に
よ
b
、
此
期
間
内

に
米
穀

の
買
、牧
彿
下
及
び
輸
出
せ
ら
れ
た
る

も

の
大
凡
左
の
如

し
。

、

論

説

明
治
の
米
側
調
鰯
(玉
)
.

第
+
巻

(第
三
號

四
九
)

=
五
七

2)明 治年 間米便調節滑革史149-168頁
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號
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三
五
入

帖吊
耶
・風
脚摩

止
役

十
山
ハ
.融手
六
月
迄

十
六
年

七
月
」
1+
七
年
六
月

十
七
年
七
月
一
十
入
筆
・六
月

十
八
年
七
月
一
十
九
年
三
月

十
九
牟
四
月
一
二
十
年
三
月

二
十
年
四
月
-
二
十

】
年
三
月

二
十

一
単
四
月
〃一
二
十
二
}芋
三
月
〃

二
十
二
牟
四
月
一
二
+
三
年
三
月

白

米

一
二
、
四
〇
ニ

二
五
、
三

五

ユ
穴
、
0
ル
一

ご
一
、
六
≡

二
三
、
四
四
ヨ

一兀

、
五
尭

　言
「
、
話
一
弛0

叡

・00

六
一〕
、
春

(

一
、
三
興口OOO

合

計

一
=
一
、
四
目

三
(
四
、
合
語

一=
四
、
=
宕

二
充

、
(
0
心

一
(
O
、
大
耳
二

一「一δ

、
;
一へ

四
翌

£
五
六

二
四
ヨ
、穴
四
眉

携

下

t

i

一

立

米　

一
〇
〇
、
四
二
力

冒一E
九
、
=
二

[
二
心
、
三
五
(

「
二凪
、
幽
一
口

三
望

一倉

一き

、五
究

四
〇
内
、
大
骨瓢
{

二
四
五
、
六
碧

玄

米石

一一竺

五
金

六
〇
、
〇
一
二

召

、(
酋

四
七
、苦

力

五
一
δ
琶

(
昌
、
一E
四

望

、聞
三

省
穴
、
二
E
三

白

来

一
一、
一
四
一〕

二
凪
、
(
己夫

二
八
[

一艇

一
毛

「d
、
四
発

　石

、
0
(
二

者

、
(
垂

五
、
一
念

合

計

二
九
、
ゼ
ニ
E

会
、会
0

凶
三

皇

六
四
、
六
一「六

七
一
、
五
兇

=
】
一、
H=
六

三

穴
、
三
八
四

(
一
、
四
茜

・
輸

出

一

」

立

米
カ

一
一
(
、
=
六

一
E
一
£

三
七

一
六
九
、
丑
圏
(

H一三
、
(
判
五

二
〇
竃
、
出
入
二

一
〇
四
、
昌
五
四

三
昌
二
、
二
五
二

一発

、莞

四

白

米

五
、九
一三一蕊000

四
㎜「五〇

(註
こ

前
記
三
種
の
儲
葉

中
第
二
儲
蓄
に
蕾
準

局
の
決
算
事
舞

舞
響

・
も
の
に
過
ぎ
ざ
る
が
故
に
従
前
の
金
穀
蕩

定
盤
襲

第
そ
の

資
本
金
塞

備
金
へ
返
還
す
べ
く
・
然
る
後
は
儲
蕪

の
管
掌
す
ろ
慮
備
荒
儲
青

係
ろ
霧

襲

第

一儲
蓄
・、海
外
輸
出
に
係
る
霧

即
秦

三
讐

の
両
者
の
み
選

る
ば
豫
め
明
か
有

、
然
る
同

じ
く
準
備
金
聳

て
海
外
輸
崇

行
ふ
も
の
に
北
海
叢

税
齢

ち
昆
布
の
輸
出
あ

げ

外
国
響

課
の
管
掌
に
係
ろ
・
+
峯

七
月
備
荒
儲
葦

霧

ε
海
外
讐

霧

藩

分
離
し
、
薯

は
従
前
響

備
荒
讐

課
に
讐

は
暫

外
部
課
な
る
も
の
々
設
け
之

に
鞠
出
品
部
な
る
も
の
な
置
き
外
画
爲
智
謀
に
之
心
腹
し
た
り
末
期
に
溶
け
乃
米
穀

の
買
収
聯

下
海
外
輸
出
等
1工
多

少
そ
の
目
的
の
疑
う
に
從
ひ
前
記
三
種
儲
蓄
米
井
緬

出
品
部
の
警

米
・i

て
各
特
殊
の
毛
蟹

下
に
縄
響

ら
れ
た
青

り
。
(明
治
年
間
米

債
調
節
沿
革
史

】
五
五
頁
)

(註
二
〉

第

二
儲
蓄

に
常
干
局
整
理
完
了
ミ
共
に
消
滅
し
(
十
七
年
度
)
、
第
三
儲
蓄
1i
輸
出
品
都
に
愛
化
若
く

は
合
併

ゼ
ら
れ
(
十
八
年
巴

、
第

一

儲
蓄
に
年

々
計
算

上
損
失
な
來
し
却

て
儲
蓄
の
本
旨
に
惇

ろ
の
恐
れ
あ
り
、
十
九
年

一
月
官
制
改
革
後
事
業

か
縮
少
し

、
專
略
整
理
ド
努
め
雀
來

の
米
穀

1一
二
+

一
年
度
限
矧
之
た
萱
却
冠
し
が
遂

に
二
十
三
牟
三
月
贋
止

ゼ
ら
る
。
而
し
て
政
府
財
政
方
針
の
獲
化

に
伴

ひ
準
備
金
の
正
貨

一
千

萬
圓
姦

饗

換
基
金
騎

薯

部
暑

し
饗

金
蘭

治
・王

季

三
月
三
+
百

限
り
閉
鎖
ぜ
ら
・
浅

決
し
、
從
て
饗

會

そ
の
墓



魅

"

な
仰
け
ろ
輸
出
品
部
も
亦
塵
止

ぜ
ら
る
㌔
に
至
れ
り
。
か
く
の
如
く
に
し
て

政
府
の
米
穀
出
納

11
二
十
三
年

な
以
て
す

る
々

腰
止

に

締
し
た
り

(同
上

一
七
四
1

一
七
六
頁
)

〔註
三
)

前
表
買
攻
米
の
丙
十
六
年
度
玄
米

の
丙

[
○
八
、
一
〇
六
石

(代
慣
四
〇
八
、
二
五
四
圓
)
十
七
年
度
玄
米
の
面

一
、
〇
三
四
石

(代
償
四
』

一二
山八
目凶
)
博μ
何
れ

も
代
講

な
智
ハ牧

ぜ

ろ
』
の
な

旧り

(註
四
)

「
明
治
政
府
の
米
慣
調
節
米

」
ド
ー1
、
明
治
十
七
年

に
地
租
代
米
綿
な
出
願
す

る
も
の
纏
出
し
た
る
々
以
て

『
政
府
ば
復
準
備
金

そ
の
他

の

資
金
心
支
出
し
て
米

の
賢
牧

に
着
手
ぜ
し

に
日
な
ら

ず
し
て
騰
貴
の
熱

心
示
ぜ
し
か
ば
米
の
買

牧
な
中
止
し
た
り
而
し
て
是
時
迄
に
買
牧
ゼ
t

も

の
米

三
萬
石
級
六
萬
沼

ピ
こ

こ
い
ひ
、
米
債
調
節

の
爲
め
に
特
に
米
三
萬
石
級
六
萬
百
々
買
放
し
た
る
如
く
記

し
あ
る
も
、
當
時
米
穀
の
出
納

,

経
理
11
各
種
儲
蓄
米
の
外
に
は
存
ぜ
さ
る
所
な

る
々
以

て
、
こ
に
上
掲
～の
明
治
十
七
年
の
賀
牧
米
に
示
鷲
ろ
所
の
も
の
な
る
べ
く
・
特
に
米
慣
調

節
の
六
め
に
明
治
十
七
年
に

凡
て
の
み
右

の
買
牧
が
行
に
れ
六
ろ
も
の

㌔
如
く
説
明
す
う
に
誤
な
り
。
.

の

=
、
代
米
納
。
明
治
十
年
末
地
租

の
代
未
納
制
度

の
行
は
れ
な
る
は
既

に
述

べ
起
る
所

な
る
が
、
十

　
年
よ
り

十
五
年
ま
て
は
米
債
高
直

の
た
め
之
を
出
願
す
る
も
の
な
か
り
し
が
、
十
六
年
に
至
り
米
便
の
下
落
甚

し
き
に
及

び
之
を
出
願
す
る
も
の
多
く
、
之
を
な
さ
ゴ
る
も
の
は
敷
縣
に
過
ぎ
す
、
そ
の
石
高
、
十
萬
八
千
百
⊥
ハ
石

(代
鞭
細

笈

聾

瓢

騨

纏

糊
鯉

ハ)
に
達
し
、
+
年
の
姦

に
比
し
て
三
倍
以
上
に
上
れ
り
。
術
+
七
年
に
も
千
三
+
四

石
の
代
米
納
あ
b
以
て
米
露

騰
塒
代
の
反
動
の
如
何
に
大
に
し
て
撰

の
困
窮
の
如
艇

薩
し
か
り
し
覧

る

に
足

ら
ん
。

然

る
に
明
治
十

七
年
地
租
傾
倒
制

定

せ
ら

る

＼
に
際

し
、
代
米
納
制
度

は
民
情

を
斟

酌

し
て
設

け
ら
れ

た

る

一

時

の
愛
別

に
外
な

ら

さ
れ
ば
之
を
廃

止
す

へ
し

ざ
の
提

議

を
な

し
た

る
も

の
あ
り
し
も
翫

元
老
院

に
於

て
は
、
當

論

説

明
治
の
米
価
調
節
(五
)

第
十
巻

(第
三
號

玉

こ

三
五
九

3)明 治 年 間 米 慣 調 節 滑 革虫169-174,179-180頁156-7頁 、

明澄 財 政 史 第 十 巻263頁

...

堕「
一
1
.
.

ド



●

論

説

明
治
の
米
側
調
節
(五
)

・

第
十
巻

(第
三
號

五
二
)

三
六
〇

時
の
米
贋
の
状
況
に
鑑
み
、
之
を
存
置
す
る
τ
決

し
、
つ
い
で
十
七
年
十

】
月
新
に
地
租
金
代
米
綱
領
牧
順
序
十

三
ケ
係
を
定
め
て
沖
縄
縣
及

ひ
北
海
道
を
除
く
各
府
縣
に
施
行
せ
り
。
十
八
年
八
月
に
は
更
に
代
未
納
制
度
と
關

係
を
有
す
る
預
b
米
制
度
に
聞
し
新

に
そ
の
取
扱
手
績
を
も
定
む
る
所
あ
り
た
り
。
其
後
二
十

二
年
八
月
特
別
地
.

贋
修
正
法
の
公
布

に
よ
り

一
般
的
減
税
的
地
償
修
正
を
實
施
せ
ら
る
、
こ
ξ
＼
な
b
し
が
、
代
米
納

の
出
願
者
既

に
藪
年
前
よ
b
漸
次
減
少
†
る
傾
向
を
示
し
。
明
治
二
十
年
前
後
に
至
り
て
は
米
慣

の
低
落
依
然
た
る
に
拘
ら
す

全
く
出
腰
者
無
く
、
世
人
亦
金
納

の
不
便
を
訴
ふ
る
も
の
な
き
に
至
り
し
を
以
て
、
特
に

一
時
民
情
を
斟
酌
し
て

設
け
ら
れ
た
る
地
租
代
未
納
制
度
の
存
繧
は
今
や
理
論
上
實
際
上
そ
の
必
要
な
き
に
至
り
、
二
十
二
年
九
月
こ
れ

を
廃
止
せ
り
。
藪

に
於
て
か
預
り
米
制
度
も
亦
消
滅
し
た
b
。

の

邑
、
地
租
納
期
繰
下
。
代
未
納
は
そ
の
本
艦
に
於

て
は
租
税
納
入
に
關
す

る

一
手
緬
に
外
な
ら
す
`
錐
、
こ
れ

に
よ
り
て
農
民
の
米
穀
放
壷
を
防
ぎ
少
く
ε
も
米
償
下
落
防
止

の
効
あ
る
へ
き
も
の
な
る
ε
同
し
く
、
地
租
納
期

の
愛
更
も
自
ら
米
償
に
影
響
を
及
ぼ
す
ご
ξ
あ

る
へ
き
也
。
今

や
米
領
低
落
し
て
農
民

の
困
難
甚
し
き
も
の
あ
り

し
を
以
て
+
六
年
地
租
魏

の
繰
下
を
行
ひ
π
る
が
(璽
鞘
諧

調

糊

融

⊃
堪

銑

郭

)
果
七
て
そ
の
所
期
の
目

的
を
達

し
た

る
や
甚
だ
疑
問
な
軌
。
更
に
十
八
年
⊥
八
月
に
は
地
租
納
期
の
從
前
四
期
な
か
し
も

の
を
六
期

こ
し
策

三
期
以
下
を
改
典

・
・
期
韓

薪

}
齪
,
・
・
晶
針
崩
蕎

隣
り
…

璽

塑
性
融

り
…

盟
朋
霜
起

第
三
期
以
下
第
六
期
迄
の
間
に
於
て
田
租
を
二
分
五
厘
づ

、
の
割
合
を
以
て
納
付
せ
し
む
る
こ
ε
、
せ
り
。
此
歌

■

4)明 治財政良策五巻488頁 、854頁 、

明治年 間米領調節沿革史168-9頁 、



正
の
な
め
、
政
府
は
地
租
概
略
七
百
萬
圓
を
後
年
度
に
於
て
牧
入
す
る
の
結
果
こ
な
り
し
も
の
な
る
が
(循
婦
膵
臓
唄

即
㏄
働
磁
刎
鯉
獣
朋
味
聞
聞
撚
綱
肌
郵
鯛
訟
筋
継
臣
叶
臨
算
繊
唯
乾
拠
墾
)
民
情
已
む
を
褥
中
財
政
上
に
及
ぼ
す
添
利
を
顧
す
し
て

b

こ

の
廃
置

に
出

て
な

る
也
。

(註
)

こ
れ
よ
り
麗

治
+
翠

社

米
慣
の
髭

に
際
し
地
租
潮

の
繰
吉

書

ひ
た
る
こ
ポ
あ
%

こ
の
納
期
の
繰
幸

臣
葵

申
最
も
互

.
額
な
る
地
租

の
年
内
徴

牧
一級
極
め
て
少
く

、
.財
政
上

不
便
甚
し
き
な
以

で
、、
籔
年
来
米
偵
高
値
の
.た
め
民
間
金
融
の
自
ら
像
裕
あ
ろ
當
時

に
於
て

そ
の
納
期
た
繰
上
け
・
生
・丙
徴
攻
高
な
愉
加
し
翌
年
徴
政
商
な
減

じ
以
て
會
計
上
許
多
の
利
便
な
生
ぜ
し
め
ん
こ
す

る
に
あ
り
し

も
の
＼
如
L
。
.
.

尤
こ
れ
が
た
め
多
少

、
農
家

の
米
穀
萱
却
な
餓
儀
無
く
ぜ
し
め
た
ろ
所
な
音
に
非

ろ
へ
し

ξ
難
、
元
来
そ
の
目
的
に
於
て
に
米
慣
調
節
の
た
め
に

非
す
し
て
會
計
上
の
便
宜
に
よ
ろ
心
虫
ミ
す

へ
く
、
十
六
八
年
に
行
は
れ
た

る
納
期
繰
下
の
目
的
ε
に
大
な
ろ
間
隔
あ

乃
か
如
し
。

*

*

*
.

*

*

十
六
年
乃
至
二
十
二
年
に
亘

れ
る
米
償
低
落
の
時
代
に
庭
レ
て
政
府
の
施
設
す
る
所
は
略
以
上
の
如
く
な
る
が
.

米
の
買
牧
彿
下
輸
出
も
、
代
米
納
も
、
地
租
納
期
の
繰
下
も
、
そ
の
作
用
の
本
艦
は
或
は
備
荒
儲
蓄
正
貨

の
吸
牧

或
は
農
民
納
租
の
便
宜
等
に
存
す
る
に
過
ぎ
す
。
米
償
の
調
節
策

こ
し
て
は
極
め
て
間
接
的
の
も
の
ビ

い
は
さ
る

可
ら
す
。
絶
て
そ
の
調
節
的
敷
果
も
亦
頗

る
疑
問

な
り
し
も
の
、
如
し
。

*

*

*

*

邸

【
附
言
】

余

が
本
稿
に
於
て
引
用
し
た
ろ

「
明
治
年
間
米
慣
調
節
滑
革
史

」
ば
大
藏
省
理
財
局
の
調
査

に
か
㌧
り
、
主
ぜ
し
て
明
治
初
年
よ
り

二
十

三
年

に
至
る
ま
て
な
詳
説
す
。
余
が
今
回
始
め
て
之
々
引
用

し
た

ろ
に

、
客
年
十
二
月
印
刷
成
り
て
後
、
之
た

一
讃
し
得
た
う
に
由

る
。
術

、
本

號
巻
末
新
著
紹
介
な
見
よ
。
.

論

説

明
治

の
米
領
調
節
(
五
)

鋪
十
巻

(
第
三
號

五
三
)

三
六

「

5)明 治財政良策五巻486頁 米 相場 考182頁 明治孚 闇米慣調 節沿'ギ`史[31頁
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